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廿日市市地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル 

実施要領 

 

１  業務名  

廿日市市地域包括支援センター運営業務委託 

  

２　目的 

この要領は、「廿日市市地域包括支援センター運営業務」委託に係る受託者候

補者を選定するための公募型プロポーザルについて必要な事項を定める。 

  

３　募集圏域 

 (1)　センター設置圏域 

次の２圏域を募集圏域とし、各圏域につき１法人を選定する。応募者は、受託

を希望する圏域を指定して応募するものとする。  

なお、複数の圏域への応募も可能であるが、その際には応募する圏域ごとに

必要書類を提出するものとする。 

  

募集及び担当圏域 

 

 

 圏域 小学校区等 区域

 

１ 廿日市東部

佐方、廿日市、 

平良、原

駅前、大東、可愛、佐方本町、桜尾、桜尾本町、

須賀、住吉、天神、廿日市、本町、木材港北、

木材港南、佐方、山陽園、城内、 

平良山手、上平良、下平良、新宮、平良、宮内

73 番地・76 番地及び 94 番地、陽光台、原

 

２ 廿日市中部

宮内、金剛寺 

宮園、四季が

丘

串戸、宮園、宮園上、四季が丘、四季が丘上、

峰高、宮内（宮内 73 番地・76 番地及び 94 番

地を除く。）、六本松、宮内工業団地、地御前

二丁目 22 番から 29 番まで
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 (2)　各圏域の人口等（令和８年４月１日現在） 

 

（参考）事業実績 

介護予防ケアプラン作成数（令和８年４月分）　　　　　　　　　　　　（件） 

 

４　業務内容 

　　次の事業に加え、各事業に係る介護保険法の関係法令、政省令、通知等により追

加される業務も含む。 

 (1)　包括的支援事業 

　ア　センターの運営 

　　　①　総合相談支援業務（法１１５条の４５第２項第１号） 

　　　②　権利擁護業務（法１１５条の４５第２項第２号） 

　　　③　包括的・継続的ケアマネジメント業務（法１１５条の４５第２項第３号） 

　　　④　第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

　　　　　［法第１１５条の４５第１項第１号ニ（居宅要支援被保険者に係る者を

除く）］ 

　　イ　社会保障の充実分 

①　在宅医療・介護連携推進事業 

　　　②　認知症総合支援事業 

　　　③　地域ケア会議推進事業 

 (2)　介護予防・日常生活支援総合事業 

 担当圏域名 総人口 65 歳以上人口 高齢化率

 廿日市東部 30,829 人 7,878 人 25.6％

 廿日市中部 22,188 人 7,778 人 35.1％

 業務内容 はつかいち東部 はつかいち中部

 介護予防ケアマネジメント

業務

包括分 78 43

 委託分 38 53

 
指定介護予防支援業務

包括分 134 110

 委託分 138 129

 計 388 335
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　　ア　第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 

　　　　［法第１１５条の４５第１項第１号ニ（居宅要支援被保険者に係るものに

限る）］ 

　　イ　一般介護予防事業（法第１１５条の４５第１項第２号） 

 (3)　指定介護予防支援業務（法第１１５条の２２） 

 (4)　その他の業務 

※　詳細については別紙「廿日市市地域包括支援センター運営業務委託基本仕様

書」（以下「仕様書」という。）を参照すること。 

 

５　委託期間等  

 (1)　委託期間  

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間とする。 

※ただし、受託者が法令や要綱等を遵守しない場合や、業務を適切、公正、中立 

　かつ効率的に実施しておらず、市の是正指示に従わない場合などにおいては、 

廿日市市地域包括支援センター運営協議会の意見を聞いた上で、期間の満了を 

待たずに契約を解除することがある（この場合において、本市は受託者に生じ 

た損害について一切の責任を負わない。また、契約の解除又は非更新に伴う本 

市の損害について、受託者に対して損害賠償請求を行うことがある。）。 

 (2)　令和１４年度以降の取扱い  

　　　令和１４年度以降の委託については、令和１３年度に廿日市市地域包括支援

センター運営協議会において事業評価を実施する。評価結果等を踏まえ、業務

が適切に履行されていると認められる場合は、契約期間等を見直した上で随意

契約を行うことがある。 

なお、評価結果が基準を満たさない場合やその他必要がある場合は改めて公

募を実施し、委託先法人を選定する。 

 

６　契約方法 

　　　公募型プロポーザル方式による随意契約 
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７　人員体制  

　　　人員体制は、次の①、②、③の資格を有する職員を各１名以上、常勤専従で配

置すること。 

センターごとの配置職員数等は仕様書のとおり。 

①　保健師 

  ②　社会福祉士 

  ③　主任介護支援専門員 

　※　各圏域の高齢者人口の変動により、今後、職員の配置数に変更が生じる可能

性がある。 

　④　市の定める資格を有する者を認知症地域支援推進員として配置すること。 

⑤　その他専門職として、次のいずれかに該当する者を配置することができる。 

　ア　保健師 

　イ　介護支援専門員 

　ウ　社会福祉士 

　エ　経験のある看護師 

⑥　上記のほか、事務職員を１名配置することができる。 

⑦　業務の適切な管理、地域との連携構築などを担当するため、センターに所長

（管理者）を配置すること。なお、上記の①、②、③の職員が兼務することも

できる。 

 

８　運営財源 

 (1)　委託料（提案限度価格） 

　　　委託料には、人件費（給与・手当・法定福利費等を含む。）、事務所の維持費 

（光熱水費・委託料等）、車両維持費、旅費、通信運搬費など事業の実施に係る 

ものやセンターの運営に要する全ての費用が含まれる。 

　　　なお、地域包括支援センターの設置準備にかかる費用については、事業者の

負担とする。 

 センター名 ５年間の総合額 内訳（参考）

 はつかいち東部 198,106,000 円 人件費、事務費

 はつかいち中部 221,125,000 円 人件費、事務費
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  (2)　指定介護予防支援事業に係る介護予防サービス計画費（介護報酬）に関する 

　　基本単価、初回加算及び委託連携加算は、令和９年度については下記のとおり 

とし、令和１０年度以降は年度ごとに国が定める単価に基づき算出する。 

　　　　基本単位　　　　　４，６０６円／件 

　　　　初回加算　　　　　７，７３４円／件 

　　　　委託連携加算　　　３，１２７円／件 

　　　　当該業務を一部委託する場合は、委託先の居宅介護支援事業所へ介護報酬

を市が定める金額を支払うこととする。処遇改善加算等の取扱いについては、

別途市と協議する。 

　　　　 

９　事業担当課（問合せ先及び各種書類の提出先）  

　　〒738-8512 廿日市市新宮一丁目１３番１号（山崎本社みんなのあいプラザ３階）  

廿日市市健康福祉部高齢介護課高齢者支援係   

担　当：増岡、旗見 

ＴＥＬ：０８２９－３０－９１６７（直通）  

ＦＡＸ：０８２９－２０－１６１１ 

Ｅメール：koreikaigo@city.hatsukaichi.lg.jp  

  

10　プロポーザル参加資格  

プロポーザルに参加する者は、センターの運営を適切、公正、中立かつ安定し

て実施できるとともに、次の要件を全て満たす法人とする。 

 (1)　廿日市市内において介護保険サービスを提供する事業所を有し、介護保険サ

ービスの提供実績があること。 

 (2)　令和９年４月１日までに、応募する担当圏域内に地域包括支援センター及び

指定介護予防支援事業所を設置し、業務開始が可能であること。 

 (3)　人員配置については、応募の時点で「募集予定」の場合であっても、応募は

可能とする。但し、確実に令和９年４月１日に業務が開始できるよう人員を確

保し、配置すること。 

 (4)　介護保険法第１１５条の２２第２項の規定に該当しないこと。  

 (5)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当
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しないこと。 

 (6)　廿日市市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置若しく

は競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 

 (7)　市税の滞納がないこと。  

 (8)　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき、更生手続又は民事再生手続の開始の申立てがなされて

いないこと。 

 (9)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者でないこと。 

 (10) 　その他、地域包括支援センター設置・運営にあたり、別に定める仕様書及　

び介護保険等関係法令を遵守すること。 

 

11　説明会 

　　廿日市市地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル説明会

を実施する。 

 (1)　日　時　  令和８年６月２５日（木）（予定）　 

午後１時３０分～午後３時３０分 

 (2)　場　所　  山崎本社みんなのあいプラザ　３階　講座室 

（廿日市市新宮一丁目１３番１号） 

※感染症の流行状況その他必要がある場合は、オンラインで実施 

する場合がある。  

 (3)　内　容　  委託業務内容、応募書類等の説明 

 (4)　参加者　　各法人２名まで 

 (5)　申　込　　電子メール（koreikaigo@city.hatsukaichi.lg.jp）で、廿日市市

地域包括支援センター運営業務委託に係る公募型プロポーザル説明

会参加申込書を６／１９（金）までに提出すること。（件名は「地域

包括支援センター公募説明会」とする。） 

 (6)　質　問　　説明会当日の質疑は、時間の都合上、すべての回答が難しいこと
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が想定されますので、お手数ですが、可能な限り別紙１により事前

質問として提出ください。 

 

12　公募型プロポーザル実施要領等の公開  

 (1)　公開期間  

公示日から令和８年７月３日（金）までの閉庁日を除く日の午前８時３０分

から午後５時１５分まで 

 (2)　実施要領等の交付場所  

  　　前記９の事業担当課  

※　実施要領等は、廿日市市のホームページからダウンロードすることができ 

る。 

 

13　公募型プロポーザル参加資格確認申請書等の提出  

 (1)　提出書類  

　　　本プロポーザルに参加しようとする者は、次のとおり書類を提出すること。 

　　①　参加資格確認申請書（様式１） 

　　②　誓約書（様式２） 

　　③　暴力団排除に関する誓約書（様式３） 

　　④　法人登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの） 

　　⑤　発行から 3 か月以内の廿日市市発行の滞納がない証明書 

　　⑥　財務諸表 

　　　　直前１年の事業年度についての「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主 

資本等変動計算書」及び「注記表」の写し 

  　　　１法人が２つの圏域に応募する場合は、それぞれ圏域ごとに提出すること。

なお、④から⑥の書類については、本市の入札参加資格登録済の法人につ 

いては省略可能である。 

 (2)　提出方法  

持参又は郵送  

 (3)　提出期間  

ア　持参  
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公示日から令和８年７月３日（金）までの閉庁日を除く日の午前８時 

３０分から午後５時１５分まで  

イ　郵送  

配達証明付き書留郵便により、令和８年７月３日（金）までに必着のこと。  

  

14　参加資格の確認結果の通知  

プロポーザル参加資格の有無については、令和８年７月３日（金）午後５時１５

分を基準として、上記(1)により提出された公募型プロポーザル参加資格確認申請

書等により確認し、結果を応募者に速やかに書面にて通知する。 

 

15　実施要領等の内容に関する質問の受付と回答  

 (1)　質問の受付  

実施要領等の内容に関する質問については、電子メールにて提出すること。  

※１ 電話、口頭等では受け付けない。  

※２ 質問書（別紙１）を使って、簡潔に記入する。  

 (2)　受付期間  

　公示日から令和８年７月３日（金）午後５時１５分まで受付 

メールアドレス：koreikaigo@city.hatsukaichi.lg.jp  

 (3)　質問に対する回答  

　　　質問の内容は、企画提案書の作成等に関するものに限定し、それ以外につい

ては受け付けない。また、質問提出者の名称については、公表しない。 

受け付けた質問については、随時廿日市市ホームページに回答とともに掲載

する。  

 

16　企画提案書の提出  

 (1)　提出期限 

　　　令和８年８月７日（金）  

 (2)　提出書類  

　はつかいち東部については「様式４」から「様式３３」、はつかいち中部につ

いては「様式４」から「様式３４」の書類を提出すること。 
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 (3)　提出部数 

　　　各７部（正本１部、副本６部） 

 (4)　提出方法  

持参又は郵送  

 (5)　提出期間  

ア　持参  

公示日から令和８年８月７日（金）までの閉庁日を除く日の午前８時 

３０分から午後５時１５分まで  

イ　郵送  

配達証明付き書留郵便により令和８年８月７日（金）までに必着のこと。  

 (6)　企画提案書の作成方法 

ア　綴じ方  

 (ｱ)　綴じ方は、上記（２）企画提案書及び提出書類を順にまとめて、通し番号

を付し、１部ずつ、紙又はプラスチック製ファイル等に綴じて提出するこ

と。  

 (ｲ)　両面印刷可。用紙はＡ４再生紙可、文字、図等は白黒・カラーを問わない。  

　　 (ｳ)　正本（１部）については、押印する。  

 (ｴ)　企画提案書の副本からは、応募者名（従事予定者名は除く。）が判別・特

定できないようにすることとし、応募者名が記載されている場合は、事務

局で該当部分を抹消する。  

イ　その他  

 (ｱ)　本文で使用する文字のフォントサイズは、１０．５ポイント以上（図表、

注釈等を除く。）及び書き方は原則、横書きとすること。  

     (ｲ)　本市の提示した仕様書の全面コピーや「仕様書のとおり」といった記載

に終始しないこと。  

 (ｳ)　企画提案書は、専門的な知識を持たない者でも理解できるよう、分かり

やすい表現で記載すること。  

　　 (ｴ)　企画提案書は、地域包括支援センターに関連する厚生労働省通知及び本

市「廿日市市地域包括支援センター運営方針」などを確認の上、作成するこ

と。 
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　　 (ｵ)　各項目のページ数は２枚を上限とし、提案内容、特筆すべき事項、アピー

ルポイント等を簡潔に記載するとともに、評価者が正確に評価できるよう

に編集に配慮すること。 

ウ　留意事項  

　　 (ｱ)　１法人が２つの圏域に応募する場合は、それぞれ圏域ごとに企画提案書

を提出すること。 

 (ｲ)　提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は、原則認めない。  

 (ｳ)　提出書類は返却しない。  

 (ｴ)　提出後に応募を辞退する場合には、速やかに高齢介護課へ電話又は電子

メールで連絡するとともに、辞退届（様式３５）を高齢介護課へ持参又は郵

送にて提出すること。  

 

17　審査方法  

 (1)　審査  

　　　廿日市市地域包括支援センター運営業務委託受託候補者審査委員会（以下「委 

員会」という。）において、評価項目に基づき、企画提案書に基づく書類審査と、 

参加者による企画提案に関するプレゼンテーション・ヒアリング審査とする（日 

時等は別途指定する。）。ただし公募型プロポーザル参加資格確認申請書の提出　　 

が各圏域１社の場合は、参加者によるプレゼンテーションは実施せず、書類審 

査及び文書等によるヒアリングを行う。  

 (2)　受託候補者基準  

  　　企画提案書等により、次の審査項目について別紙３「廿日市市地域包括支援

センター運営業務委託受託候補者選考評価表」で示す評価基準に基づき公平か

つ客観的に審査及び評価を行う。   

 (3)　受託候補者の選定  

ア　委員会での審査及び評価を行い、提案者ごとの総合評価点を算出し、各圏

域における最も高い評価を得た法人を受託候補者とする。 

イ　集計の結果、評価点が同点であった場合は、評価項目のうち「運営の基本理

念」及び「包括的支援事業等の実施」の評価点の合計が高い法人を上位とする。  
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18　プレゼンテーション・ヒアリング審査 

企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

ただし、公募型プロポーザル参加資格確認申請書の提出が各圏域１社の場合

は、参加者によるプレゼンテーションは実施せず、書類審査及び文書等によるヒ

アリングを行う。 

 (1)　実施日時及び場所 

　　　別途通知する。 

 (2)　実施時間（１者につき４０分程度） 

　　ア　プレゼンテーション　　２０分程度 

　　イ　ヒアリング　　　　　　２０分程度 

 (3)　出席者 

　　ア　各法人につき３名までとし、法人職員ではない者の参加は認めない。 

　　イ　本業務の管理を予定する者は原則出席すること。 

 (4)　留意事項 

　　　　　プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に行うものとし、追加提

案及び追加資料の配付は認めない。プレゼンテーションに必要な機器等は、提

案者が用意及び会場でのセッティングをすること。ただし、プロジェクター、

パソコン及びスクリーンは市で用意することができる。 

　　 (5)　審査の順番 

　　　　　原則、圏域ごとで、企画提案書の提出された日時の早い順とする。 

 

19　契約の優先交渉権者の決定  

 (1)　審査結果の通知  

　　　審査結果は、プロポーザル参加者全員に対して審査終了後速やかに書面にて

通知する。なお、受託候補者となった法人には、見積書等の提出について案内す

る。  

 (2)　選定結果の公表  

選定結果は、参加者全員に通知するとともに市ホームページにおいて次の項

目を公表する。  

ア　受託候補者名 
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イ　参加事業者数 

ウ　評価項目及び評価方法 

エ　受託候補者の総合評価点 

 (3)　受託候補者と決定された法人は、本業務の契約の見積書を徴する優先交渉権

者とする。ただし、指名停止等やむを得ない事情により受託候補者と契約を締

結できないときは、次点の評価を得た法人を優先交渉権者とする。  

  

20　契約の締結  

　　優先交渉権者と本市は、当該業務について協議を行い、内容について合議の上、

当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴し、随意契

約の方法により、契約を締結する。  

 

21  その他留意事項  

 (1)　本プロポーザル手続において使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び

日本国通貨に限る。  

 (2)　企画提案書の作成、その他本プロポーザルの参加に要する一切の経費は、参

加者の負担とする。  

 (3)　次の各項目に該当する企画提案は無効とする。  

 　 ア　本応募説明書に示したプロポーザル参加資格のない者が提出した企画提案  

  イ　プロポーザル参加者が、令和８年８月７日（金）午後５時１５分以後、受託

候補者の選定までの間に廿日市市の競争入札参加資格の取消若しくは指名停

止措置を受け、又はその他プロポーザル参加資格を満たさなくなった場合  

  ウ　実施要領に定める提出書類に虚偽の記載をした場合  

 　 エ　本プロポーザルに関する条件に反した場合  

  オ　基本仕様書等に適合しない企画提案を行った場合  

 (4)　本プロポーザルに関する参加者の不当な働きかけは一切禁止する。  

 (5)　本市は、提出された企画提案書等を審査以外には提案者に無断で使用しない。

ただし、提案者の了承を得た場合は、この限りではない。また、廿日市市情報公

開条例第７条に基づく開示請求があったときは、法人等の競争上又は事業運営

上の地位を害すると認められるもの等の不開示情報を除いて、開示請求者に開
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示する。  

　　　法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認め

るに足りる合理的な理由がある情報は、同条例第７条第３号の規定により非公

開とできる場合がある。企画提案書において、当該規定適用により非公開とす

ることを希望する部分について、情報非公開希望申立書により、該当部分と公

開により正当な利益を害すると認められるに足りる具体的な理由を明示するこ

と。（ただし、本市で検討の結果、公開となる場合もある。）なお、非公開を希

望する部分がない場合でも、その旨を記載し、申立書を提出すること。 

 (6)　契約を締結する場合においては、契約金額の１００分の１０以上の契約保証

金を納付しなければならない。ただし、次の各項目に該当するときは契約保証

金の納付を免除する。  

ア　契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約

を締結したとき。 

イ　契約の相手方が金融機関又は保証事業会社との間に契約保証に係る保証契

約を締結したとき。 

ウ　契約の相手方が過去 2 年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同

じくする契約を 2 回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、か

つ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

エ　法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたと

き。 

オ　損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提

供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的に

より契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約の締結を

するとき。 

カ　施行令第 167 条の 5 第 1 項の規定により定めた資格を有する者による一般

競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意

契約による場合においてその必要がないと認められるとき。 

 (7)　別紙４「廿日市市地域包括支援センター運営業務委託基本仕様書」は、本業務

の最低要求水準を示したものであり、優れた提案内容については仕様書に反映

する場合がある。また履行検査に当たっては、同内容を満たしていることを確
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認する。  

 (8)　委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら

ない。ただし、あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合はこの限りではな

い。　 

22　守秘義務 

　　受注者は業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の 

　利益のために利用してはならない。また、業務委託終了後も同様とする。 

  

23　契約後の業務が困難になった場合について 

(1)　受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本 

市は契約の解除ができる。この場合、本市に生じた損害は、受注者が賠償するも 

のとし、また次期受注者が円滑に、かつ、支障なく当業務を遂行できるよう引き 

継ぐものとする。 

(2)　災害その他不可抗力等、本市及び受注者双方の責めに帰すことができない事 

由により業務の継続が困難となった場合には、業務継続の可否について協議す 

るものとする。また、一定期間内に協議が整わない場合には、それぞれ、事前に 

書面で通知することにより契約を解除できるものとする。なお、業務期間終了 

又は契約の取り消しなどにより次期受注者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き 

継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供することとする。 

 

24　スケジュール 

公募に関するスケジュールは次のとおりとする。 

 内容 期日又は期間

 告示・公表 令和８年５月２８日

 説明会 令和８年６月２５日（予定） 

１３:３０～1５：３０ 

場所　山崎本社　みんなのあいプラザ 

　　　　３階　講座室 

※説明会申込期限６月１９日

 質問の受付 令和８年５月２８日～７月３日
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【関連する法令、要綱及び手引き等】  

・介護保険法（平成９年法律第１２３号）  

・介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）  

・介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）  

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号）  

・高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法

律第１２４号）  

・地域包括支援センターの手引き（厚生労働省老健局）  

・地域包括支援センター運営マニュアル（４訂）（一般財団法人長寿社会開発センタ

ー）  

・地域包括支援センターの設置運営について （厚生労働省老健局）  

・地域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老発第０６０９００１号）  

・廿日市市地域包括支援センター運営方針  

・廿日市市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 

 

 

 質問の回答・公表 随時

 参加資格確認申請書提出締切 令和８年７月３日

 企画提案書提出締切 令和８年８月７日

 参加者によるプレゼンテーション・ヒア

リング審査

令和８年８月２０日（予定）

 選考・選定結果の通知、公表 令和８年９月

 細目協議 選定結果通知以降随時

 契約締結 令和８年１０月頃

 本業務引継期間 令和９年１月～

 センター設置届 

指定介護予防支援事業所の指定申請
令和９年１月～

 指定決定、センター開設 令和９年４月１日
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【問い合わせ先】  

廿日市市健康福祉部高齢介護課高齢者支援係 

担当　増岡、旗見 

  電話 　０８２９－３０－９１６７（ダイヤルイン） 


